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電気需給約款 新旧対照表 

 

Ⅰ 総則 

該当条項 変更前 変更後 

第 1条 1項 この電気需給約款（以下「本約款」といいます。）

は、当社に加入申込書（以下「本申込書」とい

います。）を提出していただいた低圧のお客さ

まに対して、一般送配電事業者の供給区域（一

般送配電事業者ごとに別紙 1 に記載の供給区域

をいいます。）内の需要場所に電気を供給する

ときの電気料金その他の供給条件等を定めた

ものです。なお、本約款に定める基本料金、最

低月額料金、電力量料金、割引額、燃料費調整

額および再生可能エネルギー発電促進賦課金、

請求書発送費用は、消費税および地方消費税相

当額を含みます。 

株式会社エネクスライフサービス（以下「当社」

といいます。）は、本小売電気事業者（第 2 条

（用語の定義）第 25 項に規定する「本小売電気

事業者」をいい、以下本条において同様としま

す。）の取次ぎをしており、この電気需給約款

（以下「本約款」といいます。）は、当社に加入

申込書（以下「本申込書」といいます。）を提出

していただいた低圧のお客さまに対して、一般

送配電事業者の供給区域（一般送配電事業者ご

とに別紙 1 に記載の供給区域をいいます。）内

の需要場所に本小売電気事業者が電気を供給

するときの電気料金その他の供給条件等を定

めたものです。なお、本約款に定める基本料金、

最低月額料金、電力量料金、割引額、燃料費調

整額および再生可能エネルギー発電促進賦課

金、請求書発送費用は、消費税および地方消費

税相当額を含みます。 

第 2 条 14

項 

お客さまに対する供給電力の最大値をいいま

す。 

低圧で供給する場合は、接続供給電力の最大値

をいいます。 

第 2 条 15

項 

(1)当社が供給した電気をお客さまが使用する

場所をいい、当社は、原則として、1 構内を

なすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱

い、これによりがたい場合には、次号および

第(3)号によります。なお、この場合において、

1 構内をなすものとは、柵塀その他の客観的

なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が

自由に出入りできない区域であって、原則と

して区域内の各建物が同一会計主体に属す

るものをいいます。 

(2)当社は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要

場所とし、これによりがたい場合には、次号

によります。なお、1 建物をなすものとは、

独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の

建物であっても、それぞれが地上または地下

において連結され、かつ、各建物の所有者お

よび使用者が同一のとき等建物としての一

体性を有していると認められる場合は、1 建

物をなすものとみなします。また、看板灯、

託送供給等約款の定めによります。 
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庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、

建物と同一の需要場所とします。 

(3)構内または建物の特殊な場合には、以下によ

ります。 

(a)居住用の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合

で、以下のいずれにも該当するときは、各

部分をそれぞれ 1 需要場所とすることがで

きます。この場合には、共用する部分を原

則として 1 需要場所とします。 

イ 各部分の間が固定的な隔壁または扉

で明確に区分されていること。 

ロ 各部分の屋内配線設備が相互に分離

して施設されていること。 

ハ 各部分が世帯単位の居住に必要な機

能（炊事のための設備等）を有するこ

と。 

(b)居住用以外の建物の場合 

1 建物に会計主体の異なる部分がある場合

で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区

分され、かつ、共用する部分がないときま

たは各部分の所有者が異なるときは、各部

分をそれぞれ 1需要場所とすることができ

ます。この場合には、共用する部分を原則

として 1 需要場所とします。 

(c)居住用部分と居住用以外の部分からなる

建物の場合 

1 建物に居住用部分と居住用以外の部分が

ある場合は、(b)に準ずるものとします。た

だし、アパートと店舗からなる建物等居住

用部分と居住用以外の部分の間が固定的

な隔壁で明確に区分されている建物の場

合は、居住用部分に限り(a)に準ずるものと

します。 

(d)その他 

構内に属さず、かつ、建物から独立して施

設される街路灯等の場合は、施設場所を 1

需要場所とします。 

(4)需要場所についての特別措置 

(a)適用 

特例設備（(b)で定めるところによります。）

が施設された区域または部分のお客さま
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から、この特別措置の適用の申し出がある

場合は、当社および一般送配電事業者との

協議の結果、前(3)号の定めによらず、託送

供給等約款の規定にもとづき、特別に需要

場所を定めることがあります。 

(b) 特例設備は、以下のものをいいます。 

イ 急速充電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1

項第 1号に定める電気自動車専用急速

充電設備およびその使用に直接必要

な負荷設備その他これに準ずるもの。 

ロ 認定発電設備等 

電気事業法施行規則附則第 17 条第 1

項第 2号に定める認定発電設備および

その使用に直接必要な負荷設備その

他これに準ずるもの。 

第 2 条 1７

項 

当社がお客さまに電気の供給を行うために必

要となる、当社が一般送配電事業者から受ける

電気の供給をいいます。 

 

本小売電気事業者がお客さまに電気の供給を

行うために必要となる、本小売電気事業者が一

般送配電事業者から受ける電気の供給をいい

ます。 

第 2 条 25

項 

定めなし。 当社との取次ぎ業務委託契約に基づきお客さ

まに電気を供給する小売電気事業者である九

電みらいエナジー株式会社（小売電気事業者

登録番号 A0193）をいいます。 

第 3 条 1 項 託送供給等約款が改定された場合、法令、条例

または規則等が改正された場合、その他当社が

必要と判断した場合には、当社は、本約款を変

更することがあります。この場合、当社は、あ

らかじめ変更後の本約款の内容およびその効

力発生時期を書面、インターネットの利用その

他の当社が適切と考える方法（以下「当社が適

切と考える方法」といいます。）により周知する

こととします。この周知が行われ、効力発生時

期が到来した場合には、契約期間中であって

も、電気料金その他の供給条件は、変更後の本

約款によります。また、お客さまから求めがあ

った場合、当社は、お客さまに対し、変更後の

供給条件を記載した書面を交付します。 

託送供給等約款が改定された場合、法令、条例

または規則等が改正された場合、本小売電気事

業者の定める取次ぎ供給条件もしくは取次ぎ

契約条件（以下「本小売電気事業者の取次供給

条件等」といいます。）が改定された場合、その

他当社が必要とした場合には、当社は、本約款

を変更することがあります。この場合、当社は、

あらかじめ効力発生時期を定めて変更後の本

約款の内容およびその効力発生時期を書面、イ

ンターネットの利用その他の当社が適切と考

える方法（以下「当社が適切と考える方法」と

いいます。）により周知することとします。この

周知が行われ、効力発生時期が到来した場合に

は、契約期間中であっても、電気料金その他の

供給条件は、変更後の本約款によります。また、

お客さまから求めがあった場合、当社は、お客

さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面

を交付します。 



4 

第 3 条 3 項 本約款の変更にともない、当社が、変更の際の

供給条件の説明、契約変更前の書面交付および

契約変更後の書面交付を行う場合、お客さま

は、以下の方法により行うことについて、あら

かじめ承諾していただきます。 

(1)供給条件の説明および契約変更前の書面交

付を行う場合、当社が適切と考える方法によ

り行い、説明および記載を要する事項のうち

当該変更をしようとする事項のみを説明し、

記載します。 

(2)契約変更後の書面交付を行う場合には、当社

が適切と考える方法により行い、当社の名称

および住所、お客さまとの契約年月日、当該

変更をした事項ならびに供給地点特定番号

を記載します。 

(3)上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の

制定または改廃にともない当然必要とされ

る形式的な変更その他の供給契約の実質的

な変更をともなわない内容である場合には、

供給条件の説明および契約変更前の書面交

付については、説明を要する事項のうち当該

変更をしようとする事項の概要のみを書面

を交付することなく説明することおよび契

約変更後の書面交付をしないこととします。 

本約款に記載する供給条件その他のお客さま

との本契約に関する供給条件（以下「本約款等」

といいます。）の変更にともない、当社が、変更

の際の供給条件の説明、供給条件に関する契約

変更前の書面交付および供給条件に関する契

約変更後の書面交付を行う場合、お客さまは、

以下の方法により行うことについて、あらかじ

め承諾していただきます。なお、お客さまが、

本約款等の変更に従い、契約変更後の供給条件

に関する書面の交付を希望される場合には、当

社お問い合わせ先まであらかじめその旨を要

求していただくものとします。 

(1)供給条件の説明および契約変更前の書面交

付を行う場合、当社が適切と考える方法によ

り行い、説明および記載を要する事項のうち

当該変更をしようとする事項のみを説明し、

記載します。 

(2)供給条件に関する契約変更後の書面交付を

行う場合には、当社が適切と考える方法によ

り行い、本小売電気事業者の名称および住

所、お客さまとの契約年月日、当該変更をし

た事項ならびに供給地点特定番号を記載し

ます。 

(3)上記にかかわらず、本約款等の変更が、法令

の制定または改廃にともない当然必要とさ

れる形式的な変更その他の供給契約の実質

的な変更をともなわない内容である場合に

は、供給条件の説明および契約変更前の書面

交付については、説明を要する事項のうち当

該変更をしようとする事項の概要のみを書

面を交付することなく説明することおよび

契約変更後の書面交付をしないこととしま

す。 

第 3 条 4 項 お客さまと当社との間で本契約が成立した場

合、本約款等、本契約に関する供給条件を記載

した書面については、遅滞なく当社が適切と考

える方法によりお客さまに交付するものとし、

お客さまは、この点について、あらかじめ承諾

していただきます。当該契約に関する供給条件

を記載した書面の再交付をご希望の場合には

お問い合わせ先までご連絡ください。 

お客さまと当社との間で本契約が成立した場

合、供給条件に関する契約締結後の書面交付に

ついては、遅滞なく当社が適切と考える方法に

よりお客さまに交付するものとし、お客さま

は、この点について、あらかじめ承諾していた

だきます。お客さまが契約締結後の供給条件に

関する書面の再交付をご希望の場合には当社

お問い合わせ先まで絡ください。 

第 3 条 5 項  第 3 条 3 項に記載。 
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第 3 条 5 項  お客さまには、託送供給等約款に定める「需要

者」としての義務および遵守事項を遵守いただ

くものとします。 

第 3 条 6 項 削除。 一般送配電事業者から給電指令が発せられた

ときには、お客さまにはこれに従っていただき

ます。 

第 5 条 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の

趣旨に則り、そのつど当社とお客さまとの協議

によって定めます。なお、お客さまは、一般送

配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客

さまとの協議が必要であると判断した場合、一

般送配電事業者と協議をしていただく必要が

あります。 

本約款の実施上必要な細目的事項および本約

款により難い事項については、本約款の趣旨に

則り、そのつど当社とお客さまとの協議によっ

て定めます。なお、お客さまは、本小売電気事

業者または一般送配電事業者が、取次ぎ業務委

託契約、本小売電気事業者の取次ぎ供給条件お

よび取次ぎ契約条件（以下「取次供給条件等」

といいます。）、または託送供給等約款の実施

上、お客さまとの協議が必要であると判断した

場合、本小売電気事業者または一般送配電事業

者と協議をしていただく必要があります。 

 

Ⅱ 契約の申込み 

該当条項 変更前 変更後 

第 6 条 3 項 お客さまが本約款によって支払いを要するこ

ととなった料金その他の債務について当社の

定める期日を経過してなお支払われない場合

には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情

報を他の小売電気事業者等へ当社が通知する

ことがあります。 

お客さまが本約款によって支払いを要するこ

ととなった料金その他の債務について当社の

定める期日を経過してなお支払われない場合

には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情

報を他の小売電気事業者等へ当社または本小

売電気事業者が通知することがあります。 

第 6 条 4 項 無契約状態で電気を使用しているお客さまか

ら当社に対し本契約の申込みがあった場合、当

社は、無契約期間について電気を供給すること

が義務付けられている小売電気事業者から電

気の供給（ただし、経過措置期間経過後は一般

送配電事業者による最終保障供給）を受けたと

するか、当該無契約状態による電気の使用が開

始した日から遡って当社と契約していたとす

るかのいずれかをお客さまに選択していただ

くことにより、かかる本契約の申込みを受け付

けるものとします。お客さまがいずれかを選択

していただけない場合、お客さまからの本契約

の申込みについて、当社は受け付けません。 

無契約状態で電気を使用しているお客さまか

ら当社に対し電気需給契約の申込みがあった

場合、当社は、無契約期間について電気を供給

することが義務付けられている小売電気事業

者から電気の供給（ただし、経過措置期間経過

後は一般送配電事業者による最終保障供給）を

受けたとするか、当該無契約状態による電気の

使用が開始した日から遡って当社と契約して

いたとするかのいずれかをお客さまに選択し

ていただくことにより、かかる電気需給契約の

申込みを受け付けるものとします。お客さまが

いずれかを選択していただけない場合、お客さ

まからの本契約の申込みについて、当社は受け

付けません。 

第 7 条 本契約は、当社が、お客さまからの前条（本契

約の申込み）第 1項の申込みを承諾したときに、

本契約は、当社が、お客さまからの前条（電気

需給契約の申込み）第 1 項の申込みを承諾した
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本契約の定めに従い、当社とお客さまとの間に

成立します。 

ときに、本約款の定めに従い、当社とお客さま

との間に成立します。ただし、本小売電気事業

者と当該一般送配電事業者との接続供給契約

が整わない等の事情によるやむをえない理由

により、電気を供給できないことが明らかにな

った場合、電気需給契約が不成立になる場合が

あります。 

第 9 条 1 項 当社は、第 7 条（本契約の成立）に定める承諾

をしようとするときは、お客さまおよび一般送

配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需

給開始日から、本契約にもとづく電気の供給を

開始します。なお、当社は、第 6 条（本契約の

申込み）第 4 項にもとづきお客さまが無契約状

態による電気の使用が開始した日より当社と

契約していたとすることを選択された場合、当

該無契約状態による電気の使用が開始した日

を需給開始日とすることとします。 

当社は、第 7 条（本契約の成立）に定める承諾

をしようとするときは、お客さま、一般送配電

事業者、および本小売電気事業者と協議のうえ

供給開始日を定め、供給開始日から、本契約に

もとづく電気の供給を開始します。なお、当社

は、第 6 条（電気需給契約の申込み）第 4 項に

もとづきお客さまが無契約状態による電気の

使用が開始した日より当社と契約していたと

することを選択された場合、当該無契約状態に

よる電気の使用が開始した日を供給開始日と

することとします。 

第 9 条 2

項 

当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の

事情によるやむをえない理由によって、あら

かじめ定めた需給開始日に電気を供給できな

いことが明らかとなった場合には、あらため

てお客さまおよび一般送配電事業者と協議の

うえ需給開始日を定めることとします。 

当社は、天候、用地交渉または停電交渉等の事

情によるやむをえない理由によって、あらかじ

め定めた供給開始日に電気を供給できないこ

とが明らかとなった場合には、あらためてお客

さま、一般送配電事業者、および本小売電気事

業者と協議のうえ供給開始日を定めることと

します。 

 

Ⅲ 契約種別および料金 

該当条項 変更前 変更後 

第 10 条 1

項 

電気料金メニューに関する事項の詳細

は、電気料金メニュー約款にて定めます。 

1. 標準プラン A 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要であるものに適用

し、使用する電力容量（最大需要容量）が 6 キロボル

トアンペア未満であることとします。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準

電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3

線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

また、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。 

(3) 電気料金 

1 月の料金は、以下に定める最低料金、電力量料金お
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よび別紙 3（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.に

よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金

の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4（燃料

費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が別紙

4（燃料費調整）別表（燃料費調整単価算出係数等）に

記載のお客さまの需要場所を供給区域とする一般送配

電事業者ごとに定める X 円（以下単に「X 円」といい

ます。）を下回る場合は、別紙 4（燃料費調整）3.によ

って算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、

別紙 4（燃料費調整）1.(1)によって算定された平均燃

料価格が X 円を上回る場合は、別紙 4（燃料費調整）

3.によって算定された燃料費調整額を加えたものとし

ます。  

(a) 料金 

最低料金及び電力量料金は、その 1 月の使用電力量に

よって算定いたします。 

 

 

 

第 10 条 2

項 

電気料金メニュー約款では、契約種別、料

金、その適用条件、供給電気方式、供給電

圧、周波数および契約電力等を定めます。 

2. 標準プラン B 

(1) 適用条件 

電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が 6

キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50

キロボルトアンペア未満であるものに適用します。 

(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2 線式標準

電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3

線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトといたし

ます。ただし、技術上やむをえない場合には、交流 3

相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。

また、周波数は、標準周波数 60 ヘルツといたします。 

(3) 契約容量 

契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以

下により算定された値とします。この場合、あらかじ

め契約主開閉器を設定します。ただし、他の小売電気

事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則とし

て、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約容量

の値を引き継ぐものとします。 

(a) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標
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準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単

相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場

合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）

×1/1000 

    なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトお

よび 200 ボルトの場合の電圧は、200    

ボルトとします。 

 

(b) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標

準電圧 200 ボルトの場合 

契約主開閉器の定格電流（アンペア）×電圧（ボルト）

×1.732×1/1000 

 

(4) 電気料金 

1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金お

よび別紙 3（再生可能エネルギー発電促進賦課金）4.に

よって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金

の合計とします。ただし、電力量料金は、別紙 4（燃料

費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が X 円

を下回る場合は、別紙 4（燃料費調整）3.によって算定

された燃料費調整額を差し引いたものとし、別紙 4（燃

料費調整）1.(1)によって算定された平均燃料価格が X

円を上回る場合は、別紙 4（燃料費調整）3.によって算

定された燃料費調整額を加えたものとします。  

(a) 基本料金 

基本料金は、第 13 条（料金の算定および算定期間）に

定める算定期間 1 月につき次のとおりといたします。

ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、

半額といたします。  

 

 

(b) 電力量料金 

電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定

いたします。  
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Ⅳ 使用電力量の計量ならびに料金の算定および支払い 

該当条項 変更前 変更後 

第 11条 料金は、第 9 条（供給の開始）にもとづき決定

された需給開始日から適用します。 

料金は、第 9 条（供給の開始）にもとづき決定

された供給開始日から適用します。 

第 12 条 2

項 

計量器の故障等により使用電力量または最大

需要電力が正しく計量できない場合には、一般

送配電事業者と当社との協議により決定した

値とします。この場合、当社は、すみやかに一

般送配電事業者との協議により決定された値

について、お客さまに通知します。 

計量器の故障等により使用電力量または最大

需要電力が正しく計量できない場合には、一般

送配電事業者と本小売電気事業者との協議に

より決定した値とします。この場合、当社は、

すみやかに一般送配電事業者と本小売電気事

業者との協議により決定された値について、お

客さまに通知します。 

第 14 条 記載なし 当社は、電気の供給を開始した場合または本契

約を終了した場合は、以下により電気料金を算

定します。 

(1)当社は、第 13 条（料金の算定および算定期

間）第 1 項(1)号、同(2)号、同(3)号もしくは同

(4)号または第 2 項(1)号、同(2)号もしくは同

(3)号の場合は、次により料金を算定いたしま

す。 

(a)基本料金、最低料金、最低月額料金もしくは

最低料金または最低月額料金に適用される

再生可能エネルギー発電促進賦課金は、別

紙 5（日割計算の基本算式）1.(1)により日割

計算をいたします。 

(b)電力量料金は、日割計算の対象となる期間

ごとの使用電力量に応じて別紙 5（日割計算

の基本算式）1.(3)により算定いたします。た

だし、従量電灯の最低料金適用電力量およ

び電力量料金適用上の電力量区分について

は、別紙 5（日割計算の基本算式）1.(2)によ

り日割計算をいたします。 

(c)再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日

割計算の対象となる期間ごとの使用電力量

に応じて、別紙 5（日割計算の基本算式）1.(4)

により算定いたします。 

(d)前各号によりがたい場合は、これに準じて

算定いたします。 

(2)第 13 条（料金の算定および算定期間）第 1

項(1)号または第 2 項(1)号の場合により日割

計算をするときは、日割計算対象日数には開

始日および再開日を含み、休止日、停止日お

よび終了日を除きます。また、第 13 条（料金
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の算定および算定期間）第 1 項(2)号または第

2 項(2)号の場合により日割計算をするとき

は、変更後の料金は、変更のあった日から適

用いたします。 

(3)当社は、日割計算をする場合には、必要に応

じてそのつど計量値の確認をいたします。 

第 15 条 1

項 

電気料金その他お客さまにご請求する金額の

請求書は、当社のウェブサイトを通じて、電

子データによりお客さまにご提供いたしま

す。この場合、当社は当該電子データによる

提供をもってお客さまへご請求を行ったもの

とします。当社とガスの供給契約を締結され

ているお客さまの場合 

毎月発行するガス料金の「検針のおしらせ」

に電気料金その他お客様にご請求する金額を

記載致します。かかるガス料金の検針表をも

って紙媒体の請求書を発行したことと致しま

す。この場合、発行手数料のお支払は不要で

す。 

 

① ②社とガスの供給契約を締結されていな

いお客様の場合 

発行手数料として１月あたり 165円（税込）

をお支払いいただくことにより、電子データ

による請求に代えて、紙媒体の請求書をご提

供いたします。この場合、発行する請求書に

かかる請求月の電気料金に上乗せしてお支払

いいただきます。 

電気料金その他お客さまにご請求する金額（以

下「料金等」といいます）の請求書は、当社の

ウェブサイトを通じて、電子データによりお客

さまにご提供いたします。この場合、当社は当

該電子データによる提供をもってお客さまへ

ご請求を行ったものとします。なお、お客さま

が紙媒体での請求書の発行を希望される場合

には、発行手数料として 1 月あたり 165 円をお

支払いいただくことにより、紙媒体の請求書を

ご提供いたします。この場合、発行する請求書

にかかる請求月の電気料金に上乗せしてお支

払いいただきます。 

第 15 条 2

項 

支払期日は、当社があらかじめお客さまに別

途お知らせした日とします。ただし、当該日

が営業日ではない場合、当該日の翌日以降の

最初の営業日を支払期日とします。 

支払期日は、検針日の属する月の翌月末日とし

ます。ただし、当該日が営業日ではない場合、

当該日の翌日以降の最初の営業日を支払期日

とします。 

第 15 条 3

項 

電気料金については毎月、当社が指定する以

下の方法により支払っていただきます。 

(1)口座振替（お客さまの指定する口座から当

社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方

法をいいます。） 

(2)クレジット引き落とし（当社の指定するク

レジット会社との契約にもとづき、そのクレ

ジット会社に毎月継続して料金を立替えさせ

る方法により当社が指定した金融機関等を通

じて払い込む方法をいいます。）電気料金につ

料金等については毎月、当社の指定する以下の

方法により支払っていただきます。 

(1)クレジット引き落とし 

当社の指定するクレジット会社との契約に

もとづき、そのクレジット会社に毎月継続し

て料金等を立替えさせる方法により当社が

指定した金融機関等を通じて払い込む方法

をいいます。 

(2)口座振替 

当社が料金等の債権の譲受会社（以下「譲受
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いては毎月、当社の指定するクレジット会社

との契約にもとづき、そのクレジット会社に

毎月継続して料金を立替えさせる方法により

当社が指定した金融機関等を通じて払い込む

方法により支払っていただきます。 

人」といいます。）の指定する口座へ毎月継続

して料金等を振り替える方法をいいます。 

(3) 口座振替（決済代行） 

当社の指定する決済代行会社との契約にも

とづき、お客さまの指定する口座から毎月継

続して料金等を振り替える方法をいいます。 

第 15 条 4

項 

お客さまが料金を前項第(1)号または前項第(2)

号により支払われる場合は、以下のときに当

社に対する支払いがなされたものとします。 

(1)前項第(1)号により支払われる場合は、電気

料金がお客さまの指定する口座から引き落と

されたとき。 

(2)前項第(2)号により支払われる場合は、電気

料金がそのクレジット会社により当社が指定

した金融機関等に払い込まれたとき。 

料金等は、前項に指定する方法にて支払いがあ

った場合に、当社に対する支払いがなされたも

のとします。 

(1)前項第(1)号クレジット引き落としによる場

合、料金等がそのクレジット会社により当社

が指定した金融機関等に払い込まれたとき。 

(2)前項第(2)号口座振替による場合、料金等がそ

の譲受人より当社が指定した金融機関に払

い込まれるとき。ただし、電気需給期間中に

発生したお客さまの料金等の債権を譲受人

に対して包括的に譲渡するものとし、お客さ

まは当該料金等債権（以下「譲渡対象債権」

といいます。）の譲渡について、予め異議を留

めず承諾するものとします。 

第 15 条 5

項 

お客さまに請求する工事費負担金その他の託

送供給等約款にもとづき当社が一般送配電事

業者から請求を受ける費用（以下「工事費

等」といいます。）の支払いについては、当社

が一般送配電事業者から請求を受けるつど、

当社が定める支払期日までに当社が指定する

方法により支払っていただきます。 

お客さまに請求する工事費負担金その他の託

送供給等約款にもとづき発生し当社が一般送

配電事業者または本小売電気事業者から請求

を受ける費用（以下「工事費等」といいます。）

の支払いについては、当社が一般送配電事業者

または本小売電気事業者から請求を受けるつ

ど、当社が定める支払期日までに当社が指定す

る方法により支払っていただきます。 

第 17 条 1

項 

当社は、第 6 条（本契約の申込み）第 1 項の

申込みをされるお客さまから、当社による需

給の開始に先立って、そのお客さまの予想月

額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない

範囲内で保証金を預かることがあります。 

当社は、第 6 条（本契約の申込み）第 1 項の申

込みをされるお客さまから、本小売電気事業者

による供給の開始に先立って、そのお客さまの

予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超え

ない範囲内で保証金を預かることがあります。 

 

Ⅴ 供給 

該当条項 変更前 変更後 

第 18条 当社が、一般送配電事業者から、接続供給契約

が電気の使用状態に比べて不適当であるとし

て、電気の使用状態に応じた適正なものに変更

することを求められた場合には、お客さまは、

その求められた内容に従い、すみやかに本契約

を電気の使用状態に応じた適正なものに変更

本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、

接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適

当であるとして、電気の使用状態に応じた適正

なものに変更することを求められた場合には、

お客さまは、その求められた内容に従い、すみ

やかに本契約を電気の使用状態に応じた適正
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していただきます。 なものに変更していただきます。 

第 19 条 2

項 

当社が本契約の遂行上需要場所への立ち入り

が必要と認める場合、または一般送配電事業

者が以下の各号に掲げる業務を実施するため

需要場所への立ち入りが必要と認める場合、

当社または一般送配電事業者は、お客さまの

承諾をえて需要場所へ立ち入ることがありま

す。この場合には、正当な理由がない限り、

お客さまは当社または一般送配電事業者の需

要場所への立ち入りを承諾していただきます

が、一般送配電事業者が立ち入る場合におい

ては、一般送配電事業者に対し、所定の証明

書の提示を求めることができます。 

当社または本小売電気事業者が電気需給契約

の遂行上需要場所への立ち入りが必要と認め

る場合、または一般送配電事業者が以下の各号

に掲げる業務を実施するため需要場所への立

ち入りが必要と認める場合、当社、本小売電気

事業者または一般送配電事業者は、お客さまの

承諾をえて需要場所へ立ち入ることがありま

す。この場合には、正当な理由がない限り、お

客さまは当社、本小売電気事業者または一般送

配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾し

ていただきますが、一般送配電事業者が立ち入

る場合においては、一般送配電事業者に対し、

所定の証明書の提示を求めることができます。 

第 19 条 3

項 

 (1)お客さまの電気の使用が、以下の原因等で

他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしく

は妨害するおそれがある場合、または一般送

配電事業者もしくは他の電気事業者の電気

工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼ

すおそれがある場合には、お客さまの負担

で、必要な調整装置または保護装置を需要場

所に施設するものとし、特に必要がある場合

には、お客さまの負担で供給設備を変更し、

または専用供給設備を施設して、これにより

電気を使用していただきます。 

(a)負荷等の特性によって各相間の負荷が著

しく平衡を欠く場合 

(b)負荷等の特性によって電圧または周波数

が著しく変動する場合 

(c)負荷等の特性によって波形に著しいひず

みを生ずる場合 

(d)著しい高周波または高調波を発生する場

合 

(e)その他(a)から(d)に準ずる場合 

 (1)お客さまの電気の使用が、以下の原因等で

他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしく

は妨害するおそれがある場合、または一般送

配電事業者もしくは他の小売電気事業者の

電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を

及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負

担で、必要な調整装置または保護装置を需要

場所に施設するものとし、特に必要がある場

合には、お客さまの負担で供給設備を変更

し、または専用供給設備を施設して、これに

より電気を使用していただきます。 

(a)負荷等の特性によって各相間の負荷が著

しく平衡を欠く場合 

(b)負荷等の特性によって電圧または周波数

が著しく変動する場合 

(c)負荷等の特性によって波形に著しいひず

みを生ずる場合 

(d)著しい高周波または高調波を発生する場

合 

(e)その他(a)から(d)に準ずる場合 

第 19 条 5

項 

以下の場合において、一般送配電事業者から

電気の供給にともなう設備の施設場所の提供

を当社またはお客さまが求められた場合、お

よび当社が必要に応じお客さまの電力負荷を

測定するために必要な通信設備の設置場所の

提供をお客さまに求めた場合には、お客さま

はそれらの場所を無償で提供していただきま

す。 

以下の場合において、一般送配電事業者から

電気の供給にともなう設備の施設場所の提供

を本小売電気事業者またはお客さまが求めら

れた場合、および当社または本小売電気事業

者が必要に応じお客さまの電力負荷を測定す

るために必要な通信設備の設置場所の提供を

お客さまに求めた場合には、お客さまはそれ

らの場所を無償で提供していただきます。 
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(1)お客さま（共同引込線による引込みで電気を

供給する複数のお客さまを含みます。）のみ

のためにお客さまの土地または建物に引込

線もしくは接続装置等の供給設備を施設す

る場合 

(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置

（計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線およ

び計量情報等を伝送するための通信装置等

をいいます。）および区分装置（力率測定時間

を区分する装置等をいいます。）を取り付け

る場合 

(3)通信設備等を設置する場合 

(4)需要場所の電流制限器その他の適当な装置

の取り付けをする場合 

(1)お客さま（共同引込線による引込みで電気を

供給する複数のお客さまを含みます。）のみ

のためにお客さまの土地または建物に引込

線もしくは接続装置等の供給設備を施設す

る場合 

(2)料金の算定上必要な計量器、その付属装置

（計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線およ

び計量情報等を伝送するための通信装置等

をいいます。）および区分装置（力率測定時間

を区分する装置等をいいます。）を取り付け

る場合 

(3)通信設備等を設置する場合 

(4)需要場所の電流制限器その他の適当な装置

の取り付けをする場合 

第 19 条 6

項 

お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物に

ついては、一般送配電事業者が、無償で使用す

ることができるものとします。 

お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物に

ついては、本小売電気事業者または一般送配電

事業者が、無償で使用することができるものと

します。 

第 20 条 1

項 

以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送

配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知

することなく、電気の供給の停止が行われるこ

とがあります。 

(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保

安上の危険のため緊急を要する場合 

(2)お客さまが需要場所内の一般送配電事業者

の電気設備を故意に損傷し、または、亡失し

て一般送配電事業者に重大な損害を与えた

場合 

(3)一般送配電事業者以外の者が需要場所にお

ける一般送配電事業者の供給設備とお客さ

まの電気設備との接続を行った場合 

 

以下の各号のいずれかに該当した場合、一般送

配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知

することなく、電気の供給の停止が行われるこ

とがあります。 

(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保

安上の危険のため緊急を要する場合 

(2)お客さまが需要場所内の一般送配電事業者

の電気工作物を故意に損傷し、または、亡失

して、一般送配電事業者に重大な損害を与え

た場合、一般送配電事業者の供給設備または

引込線とお客さまの電気設備との接続を行

った場合 

(3)一般送配電事業者以外の者が需要場所にお

ける一般送配電事業者の供給設備とお客さ

まの電気設備との接続を行った場合 

第 20 条 2

項 

下記各号のいずれかに該当し、一般送配電事業

者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当

社がお客さまに対し、その原因となった行為に

ついて改めるように求めたにもかかわらず、改

めない場合には、一般送配電事業者により電気

の供給の停止が行われることがあります。 

(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保

安上の危険がある場合 

(2)電気工作物の改変等によって不正に一般送

下記各号のいずれかに該当し、本小売電気事業

者または一般送配電事業者から当社がその旨

の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対

し、その原因となった行為について改めるよう

に求めたにもかかわらず、改めない場合には、

一般送配電事業者により電気の供給の停止が

行われることがあります。 

(1)お客さまの責めとなる理由により生じた保

安上の危険がある場合 
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配電事業者の電線路を使用、または電気を使

用された場合 

(3)前条（お客さまの協力）第 2 項に反して、立

ち入りによる業務の実施を正当な理由なく

拒否した場合等、お客さまが本約款におい

て、一般送配電事業者の求めに応じること、

一般送配電事業者に権限を付与することも

しくは一般送配電事業者に協力することと

されている事項について拒んだ場合、または

当社もしくは一般送配電事業者に通知する

こととされている事項の通知を行わなかっ

た場合 

(4)前条（お客さまの協力）第 3 項第(1)号および

第(2)号によって必要となる措置を講じない

場合 

(5)前条（お客さまの協力）第 3 項第(3)号に反し

てお客さまが一般送配電事業者の供給設備

に電気的に接続した場合 

(6)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気

を使用した場合 

(7)お客さまが動力電力を利用されている場合

で、変圧器または発電設備等を介して、電灯

または小型機器を使用された場合 

(2)電気工作物の改変等によって不正に一般送

配電事業者の電線路を使用、または電気を使

用された場合 

(3)前条（お客さまの協力）第 2 項に反して、立

ち入りによる業務の実施を正当な理由なく

拒否した場合等、お客さまが本約款におい

て、本小売電気事業者または一般送配電事業

者の求めに応じること、本小売電気事業者ま

たは一般送配電事業者に権限を付与するこ

ともしくは本小売電気事業者または一般送

配電事業者に協力することとされている事

項について拒んだ場合、または当社、本小売

電気事業者もしくは一般送配電事業者に通

知することとされている事項の通知を行わ

なかった場合 

(4)前条（お客さまの協力）第 3 項第(1)号および

第(2)号によって必要となる措置を講じない

場合 

(5)前条（お客さまの協力）第 3 項第(3)号に反し

てお客さまが一般送配電事業者の供給設備

に電気的に接続した場合 

(6)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気

を使用した場合 

(7)お客さまが動力電力を利用されている場合

で、変圧器または発電設備等を介して、電灯

または小型機器を使用された場合 

第 20 条 3

項 

以下のいずれかに該当するものとして、当社が

一般送配電事業者から適正契約への変更およ

び適正な使用状態への修正を求められ、お客さ

まに対し、第 18 条（適正契約の保持）にもとづ

く一般送配電事業者の求めに応じた適正契約

への変更および適正な使用状態への修正を求

めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じ

ていただけないときは、一般送配電事業者によ

り、電気の供給の停止が行われることがありま

す。 

(1)契約電力をこえて接続供給を利用する場合 

(2)接続供給電力が契約電力を継続して下回る

場合（接続供給契約の内容が、電灯または動

力従量接続送電サービスの適用を受ける場

合に限ります。） 

以下のいずれかに該当するものとして、当社が

本小売電気事業者または一般送配電事業者か

ら適正契約への変更および適正な使用状態へ

の修正を求められ、お客さまに対し、第 18 条

（適正契約の保持）にもとづく本小売電気事業

者または一般送配電事業者の求めに応じた適

正契約への変更および適正な使用状態への修

正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これ

に応じていただけないときは、一般送配電事業

者により、電気の供給の停止が行われることが

あります。 

(1)契約電力をこえて接続供給を利用する場合 

(2)接続供給電力が契約電力を継続して下回る

場合（接続供給契約の内容が、電灯または動

力従量接続送電サービスの適用を受ける場

合に限ります。） 
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第 22 条 以下の各号の場合、お客さまは、工事費等を負

担していただきます。なお、当社は原則として

工事費等の対象となる工事等の着手前に当該

費用を申し受けます。 

(1)本契約にもとづく供給開始にあたって、当社

が一般送配電事業者から、お客さまに供給す

るために必要な設備の施設にかかる工事費

等の費用負担を求められた場合 

(2)お客さまの都合による契約電力の変更によ

り、当社が一般送配電事業者から、お客さま

に供給するために必要な設備の施設にかか

る工事費等の費用負担を求められた場合 

(3)お客さまが、当社を通じて一般送配電事業者

の設備にかかる工事等を一般送配電事業者

に依頼し、当社が一般送配電事業者から、そ

の工事費等の費用負担を求められた場合 

(4)お客さまの都合により一旦契約電力を変更

した上で、更にお客さまの都合により当該契

約変更を解約し、または更に変更した当該契

約電力を再度変更（元の条件に戻す場合を含

みます。）した結果、当社が一般送配電事業者

から、変更にともない新たに施設した供給設

備にかかる工事費等の費用負担を求められ

た場合 

(5)その他お客さまの都合にもとづく事情によ

り、当社が一般送配電事業者から、お客さま

に供給するために必要な設備の費用負担を

求められた場合 

(6)お客さまの事由による受電設備の移設等に

ともない、当社が設置した通信設備を移設す

る必要が生じ、当社が費用負担を求めた場合 

以下の各号の場合、本小売電気事業者から当社

への請求を踏まえ、当社はお客さまに請求し、

お客さまは、工事費等を負担していただきま

す。なお、当社は、原則として工事費等の対象

となる工事等の着手前に当該費用を申し受け

ます。 

(1)本契約にもとづく供給開始にあたって、本小

売電気事業者が一般送配電事業者から、お客

さまに供給するために必要な設備の施設に

かかる工事費等の費用負担を求められた場

合 

(2)お客さまの都合による契約電力の変更によ

り、本小売電気事業者が一般送配電事業者か

ら、お客さまに供給するために必要な設備の

施設にかかる工事費等の費用負担を求めら

れた場合 

(3)お客さまが、当社または本小売電気事業者を

通じて一般送配電事業者の設備にかかる工

事等を一般送配電事業者に依頼し、本小売電

気事業者が一般送配電事業者から、その工事

費等の費用負担を求められた場合 

(4)お客さまの都合により一旦契約電力を変更

した上で、更にお客さまの都合により当該契

約変更を解約し、または更に変更した当該契

約電力を再度変更（元の条件に戻す場合を含

みます。）した結果、本小売電気事業者が一般

送配電事業者から、変更にともない新たに施

設した供給設備にかかる工事費等の費用負

担を求められた場合 

(5)その他お客さまの都合にもとづく事情によ

り、本小売電気事業者が一般送配電事業者か

ら、お客さまに供給するために必要な設備の

費用負担を求められた場合 

(6)お客さまの事由による受電設備の移設等に

ともない、一般送配電事業者が設置した通信

設備を移設する必要が生じ、本小売電気事業

者が一般送配電事業者からその費用負担を

求められた場合 

第 23 条 1

項 

お客さまが以下のいずれかに該当し、そのた

めに接続供給にかかる料金の全部または一部

の支払いを免れたとして、当社が一般送配電

事業者から、その免れた金額の 3 倍に相当す

お客さまが以下のいずれかに該当し、そのた

めに接続供給にかかる料金の全部または一部

の支払いを免れたとして、本小売電気事業者

が一般送配電事業者からその免れた金額の 3
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る金額を違約金として求められた場合には、

お客さまは当社に対し、その違約金相当額を

支払っていただきます。 

(a)需要場所において電気を使用すること以外

の用途に電気を使用した場合 

(b)電気工作物の改変等によって不正に一般送

配電事業者の電線路を使用、または電気を

使用した場合 

(c)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気

を使用した場合 

(d)お客さまが動力電力を利用されている場合

で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電

灯または小型機器を使用された場合 

倍に相当する金額を違約金として求められ、

本小売電気事業者が当社に請求した場合、当

社はお客さまに請求し、お客さまは当社に対

し、その違約金相当額を支払っていただきま

す。 

(a)需要場所において電気を使用すること以外

の用途に電気を使用した場合 

(b)電気工作物の改変等によって不正に一般送

配電事業者の電線路を使用、または電気を

使用した場合 

(c)契約負荷設備以外の負荷設備によって電気

を使用した場合 

(d)お客さまが動力電力を利用されている場合

で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電

灯または小型機器を使用された場合 

第 23 条 2

項 

お客さまの故意または過失によって、その需

要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、

電気機器その他の設備を損傷し、または亡失

したとして、託送供給等約款にもとづき、当

社が一般送配電事業者から、修理可能の場合

における修理費、または亡失もしくは修理不

可能の場合における帳簿価額と取替工事費と

の合計額について賠償を求められた場合、お

客さまは、当社に対しその求められた賠償相

当額を支払うものとします。 

お客さまの故意または過失によって、その需要

場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気

機器その他の設備を損傷し、または亡失したと

して、託送供給等約款にもとづき、本小売電気

事業者が一般送配電事業者から、修理可能の場

合における修理費、または亡失もしくは修理不

可能の場合における帳簿価額と取替工事費と

の合計額について賠償を求められ、本小売電気

事業者が当社に請求した場合、当社はお客さま

に請求し、お客さまは当社に対しその求められ

た賠償相当額を支払うものとします。 

第 24 条 1

項 

地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、

紛争またはテロ等の以下の各号のいずれにも

該当する事由（以下「不可抗力」といいま

す。）が発生したことにより当社が本契約の全

部または一部の履行が不可能となった場合、

当社は、お客さまに損害についての賠償の責

めを負わないこととします。 

(1)  お客さま、または当社によって制

御できない事由であること。 

(2)  その発生が、お客さま、または当

社の責めとならない事由であること。 

(3)  お客さま、または当社が事前に想

定できなかった事由であること。または、想

定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適

切な対策を事前に講じているにもかかわら

ず、回避できなかったこと。 

第 20 条（供給の停止）によって一般送配電事業

者により電気の供給が停止された場合、第 27条

（お客さまの申し出による解約）第 1 項によっ

てお客さまが本契約を解約された場合、または

お客さまが第 28 条（契約の解除および期限の

利益の喪失）第 1 項の各号に該当したことによ

って当社が電気需給契約を解除した場合は、当

社および本小売電気事業者はお客さまの受け

た損害について賠償の責めを負いません。 
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(4)  お客さま、または当社が、当該事

由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわ

らず、回避できなかったこと。 

第 24 条 2

項 

前項で定める不可抗力を原因として当社が本

契約の全部または一部の履行ができない場

合、次条（契約期間）、第 26 条（お客さまの

申し出による解約）および第 27 条（契約の解

除および期限の利益の喪失）の規定にかかわ

らず、お客さま、または当社は本契約の一部

または全部を解約することができます。本項

の解約にともない生じる損害については、お

客さま、当社ともに賠償の責めを負わないも

のとします。 

第 21 条（供給の中止または使用の制限もしく

は中止）第 1 項によって一般送配電事業者によ

り電気の供給が中止され、または、お客さまの

電気の使用を制限し、もしくは中止した場合

で、それが当社または本小売電気事業者の責め

とならない理由によるものであるときには、当

社および本小売電気事業者は、お客さまの受け

た損害について賠償の責めを負いません。 

第 24 条 3

項 

 当社または本小売電気事業者に故意または過

失がある場合を除き、当社および本小売電気事

業者は、お客さまが漏電、その他の事故により

受けた損害について賠償の責めを負いません。 

第 25 条 1

項 

地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛

争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該

当する事由（以下「不可抗力」といいます。）

が発生したことにより当社が本契約の全部ま

たは一部の履行が不可能となった場合、当社

は、お客さまに損害についての賠償の責めを

負わないこととします。 

(1)お客さま、または当社によって制御できない

事由であること。 

(2)その発生が、お客さま、または当社の責めと

ならない事由であること。 

(3)お客さま、または当社が事前に想定できなか

った事由であること。または、想定可能な事

由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を

事前に講じているにもかかわらず、回避でき

なかったこと。 

(4)お客さま、または当社が、当該事由の発生時

に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避

できなかったこと。 

地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛

争またはテロ等の以下の各号のいずれにも該

当する事由（以下「不可抗力」といいます。）

が発生したことにより当社および本小売電気

事業者が本契約の全部または一部の履行が不

可能となった場合、当社および本小売電気事

業者は、お客さまに損害についての賠償の責

めを負わないこととします。 

(1)お客さま、または当社および本小売電気事業

者によって制御できない事由であること。 

(2)その発生が、お客さま、または当社および本

小売電気事業者の責めとならない事由であ

ること。 

(3)お客さま、または当社および本小売電気事業

者が事前に想定できなかった事由であるこ

と。または、想定可能な事由の場合は、法令

等を踏まえた適切な対策を事前に講じてい

るにもかかわらず、回避できなかったこと。 

(4)お客さま、または当社および本小売電気事業

者が、当該事由の発生時に適切な対策を講じ

たにもかかわらず、回避できなかったこと。 

第 25 条 2

項 

前項で定める不可抗力を原因として当社が本

契約の全部または一部の履行ができない場

合、次条（契約期間）、第 27 条（お客さまの申

し出による解約）および第 28 条（契約の解除

前項で定める不可抗力を原因として当社が本

契約の全部または一部の履行ができない場

合、次条（契約期間）、第 27 条（お客さまの申

し出による解約）および第 28 条（契約の解除
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および期限の利益の喪失）の規定にかかわら

ず、お客さま、または当社は本契約の一部また

は全部を解除することができます。本項の解

約にともない生じる損害については、お客さ

ま、当社ともに賠償の責めを負わないものと

します。 

および期限の利益の喪失）の規定にかかわら

ず、お客さま、または当社は本契約の一部また

は全部を解除することができます。本項の解

約にともない生じる損害については、お客さ

ま、当社および本小売電気事業者は、賠償の責

めを負わないものとします。 

 

Ⅵ 契約期間、変更及び終了 

該当条項 変更前 変更後 

第 26 条 契約期間は、以下によります。 契約期間は、以下によります。なお、契約期

間が更新される場合、当社は、更新前に書面

を交付することなく更新後の契約期間を説明

し、更新後に、本小売電気事業者の名称およ

び住所、お客さまとの契約更新年月日、更新

後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当

社が適当と考える方法によりお知らせするこ

とがあり、お客さまは、このことについて、

あらかじめ承諾していただきます。 

第 27 条 1

項 

前条（契約期間）にかかわらず、お客さま

は、当社に本契約を解約する旨を、解約希望

日とともに書面にて通知（以下「解約通知」

といいます。）することで、本契約を解約する

ことができます。なお、お客さまが当社に解

約通知をせずに他の小売電気事業者に契約の

申込みを行ったことによって、電力広域的運

営推進機関から当社に解約期日の通知がなさ

れた場合、当該通知をもってお客さまの解約

通知として取り扱います。 

前条（契約期間）にかかわらず、お客さまは、

当社に電気需給契約を解約する旨を、解約希望

日とともに書面にて通知（以下「解約通知」と

いいます。）することで、本契約を解約すること

ができます。なお、お客さまが当社に解約通知

をせずに他の小売電気事業者に契約の申込み

を行ったことによって、電力広域的運営推進機

関から本小売電気事業者に解約期日の通知が

なされた場合、当該通知をもってお客さまの解

約通知として取り扱います。 

第 27 条 2

項 

本契約は、次条（契約の解除および期限の利益

の喪失）第 1 項にもとづく本契約の解除の場

合および以下の各号の場合を除き、解約通知

に記載等された解約希望日または電力広域的

運営推進機関から当社に通知がされた解約期

日に終了します。 

(1)当社がお客さまの解約通知を解約希望日ま

たは退去等でお客さまが電気の使用を中止

した日の翌日以降に受け取ったときは、当社

が解約通知を受け取った日に本契約が終了

するものとします。 

(2)当社の責めとならない理由（非常変災等の

場合を除きます。）により、お客さまへの電

気の供給を終了させるための処置を一般送

本契約は、次条（契約の解除および期限の利益

の喪失）第 1 項にもとづく本契約の解除の場

合および以下の各号の場合を除き、解約通知

に記載等された解約希望日または電力広域的

運営推進機関から本小売電気事業者に通知が

された解約期日に終了します。 

(1)当社がお客さまの解約通知を解約希望日ま

たは退去等でお客さまが電気の使用を中止

した日の翌日以降に受け取ったときは、当社

が解約通知を受け取った日に本契約が終了

するものとします。 

(2)当社または本小売電気事業者の責めとなら

ない理由（非常変災等の場合を除きます。）に

より、お客さまへの電気の供給を終了させる
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配電事業者が行えない場合、本契約はお客

さまへの電気の供給を終了させるための処

置が可能となった日に終了します。 

ための処置を一般送配電事業者が行えない

場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終

了させるための処置が可能となった日に終

了します。 

第 27 条 4

項 

新たに契約電力を設定した日または契約電力

を増加した日から 1年を経過する日より前にお

客さまが第 1 項によって本契約を解約する場合

において、当社が一般送配電事業者から、託送

供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金

および工事費の精算金額の支払いを求められ

た場合には、当社の請求に応じ、お客さまに、

当該精算金額に相当する金額を当社に支払っ

ていただく場合がございます。 

新たに契約電流、契約容量、契約電力を設定し

た日または契約電流、契約容量、契約電力を増

加した日から 1年を経過する日より前にお客さ

まが第 1 項によって本契約を解約する場合にお

いて、本小売電気事業者が一般送配電事業者か

ら、託送供給等約款にもとづく接続供給にかか

る料金および工事費の精算金額の支払いを求

められ、本小売電気事業者が当社に請求した場

合、当社はお客さまに請求し、お客さまは当該

精算金額に相当する金額を当社に支払ってい

ただく場合がございます。 

第 28 条 1

項 

お客さまが、以下の各号のいずれかに該当す

るときは、当社はお客さまとの本契約を解除

することができるものとし、当該解除によっ

て、お客さまは当社に対して負担する一切の

債務につき期限の利益を失うものとし、直ち

に債務の全額を一括弁済していただきます。

この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前

までに解除日を明示し、お客さまに対して①

本契約を解除後、無契約となった場合には電

気の供給が止まることおよび②お客さまが希

望される場合には、電気を供給することが義

務付けられている小売電気事業者（ただし、経

過措置期間経過後は一般送配電事業者）から

電気の供給を受けることができることを説明

します。 

(1)第 20 条（供給の停止）によって、電気の供

給を停止されたお客さまが当社の定めた期

日までにその理由となった事実を解消され

ないとき。 

(2)料金の支払期日を 20 日経過してなお支払わ

れないとき。 

(3)他の電気需給契約（既に消滅しているものを

含みます。）の料金を支払期日を 20 日経過し

てなお支払われないとき。 

(4)本契約によって支払うこととなった工事費

等を支払期日を経過してなお支払われない

とき。 

お客さまが、以下の各号のいずれかに該当す

るときは、当社はお客さまとの本契約を解除

することができるものとし、当該解除によっ

て、お客さまは当社に対して負担する一切の

債務につき期限の利益を失うものとし、直ち

に債務の全額を一括弁済していただきます。

この場合、当社は、本契約を解除する 15 日前

までに解除日を明示し、お客さまに対して①

本契約を解除後、無契約となった場合には電

気の供給が止まることおよび②お客さまが希

望される場合には、電気を供給することが義

務付けられている小売電気事業者（ただし、経

過措置期間経過後は一般送配電事業者）から

電気の供給を受けることができることを説明

します。 

(1)第 20 条（供給の停止）によって、電気の供

給を停止されたお客さまが当社の定めた期

日までにその理由となった事実を解消され

ないとき。 

(2)料金の支払期日を 20 日経過してなお支払わ

れないとき。 

(3)他の本契約（既に消滅しているものを含みま

す。）の料金を支払期日を 20 日経過してなお

支払われないとき。 

(4)本契約によって支払うこととなった工事費

等を支払期日を経過してなお支払われない

とき。 
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(5)当社または当社の代理店（媒介業者）との本

契約以外の契約の料金支払債務その他の債

務について、支払期日を経過してなお支払わ

れないとき。 

(6)本契約の条項（第 32 条（反社会的勢力排除

に関する条項）を含みます。）に違反したと

き。 

(7)差押もしくは競売または滞納処分を受けた

とき。 

(8)破産、民事再生その他の法的整理手続の申

立てを受けたとき、または自らこれらの法

的倒産手続の申立てをなしたとき。 

(5)当社または当社の代理店（媒介業者）との本

契約以外の契約の料金支払債務その他の債

務について、支払期日を経過してなお支払わ

れないとき。 

(6)本契約の条項（第 33 条（反社会的勢力排除

に関する条項）を含みます。）に違反したと

き。 

(7)差押もしくは競売または滞納処分を受けた

とき。 

(8)破産、民事再生その他の法的整理手続の申立

てを受けたとき、または自らこれらの法的倒

産手続の申立てをなしたとき。 

(9)譲渡対象債権が譲受人に譲渡された場合に

おいて、お客さまが譲受人に対して譲渡対象

債権を譲受人が定める支払期日に支払わず、

さらに 20日間経過してなお支払わないとき。 

(10)譲受人が当社に対して譲渡対象債権の譲受

を拒んだとき。 

(11)当社が譲渡対象債権に関する譲受人が定め

る利用規約等に基づき譲受人から通知を受

けたとき。 

 

第 28 条 2

項 

当社が、以下の各号のいずれかに該当すると

きは、当社はお客さまとの本契約を解除する

ことができるものとします。 

(1)本契約の条項（第 32 条（反社会的勢力排除

に関する条項）を含みます。）に違反したとき。 

(2)差押もしくは競売または滞納処分を受けた

とき。 

(3)破産、民事再生、会社更生その他の法的倒

産手続の申立てを受けたとき、または自らこ

れらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。 

当社が、以下の各号のいずれかに該当すると

きは、当社はお客さまとの本契約を解除する

ことができるものとします。 

(1)本契約の条項（第 33 条（反社会的勢力排除

に関する条項）を含みます。）に違反したとき。 

(2)差押もしくは競売または滞納処分を受けた

とき。 

(3)破産、民事再生、会社更生その他の法的倒

産手続の申立てを受けたとき、または自らこ

れらの法的倒産手続の申立てをなしたとき。 

第 29 条 定めなし。 当社と本小売電気事業者との取次ぎ業務委託

契約が解除その他の理由により終了し、当社と

本小売電気事業者との協議に基づき、当社が指

定する小売電気事業者から電気の供給を受け

ることに変更となります。この場合、当社は、

あらかじめその旨とその他必要な事項を当社

が指定する小売電気事業者または本小売電気

事業者に代わり、お客さまに当社が適切と考え

る方法により通知するものとし、この変更が生

じた後、当社が指定する小売電気事業者は、遅
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滞なくその旨とその他必要な事項をお客さま

に書面により通知するものとします。 

第 30 条 3

項 

前項による契約電流、契約容量、契約電力の減

少が新たに契約電流、契約容量、契約電力を設

定した日または契約電流、契約容量、契約電力

を増加した日から 1年未満の期間内となる場合

において、当社が一般送配電事業者から、託送

供給等約款にもとづく接続供給にかかる料金

および工事費の精算金額に相当する金額の支

払いを求められた場合には、当社の請求に応

じ、お客さまに当該精算金額に相当する金額を

当社に支払っていただく場合がございます。 

前項による契約電流、契約容量、契約電力の減

少が新たに契約電流、契約容量、契約電力を設

定した日または契約電流、契約容量、契約電力

を増加した日から 1年未満の期間内となる場合

において、本小売電気事業が一般送配電事業者

から、託送供給等約款にもとづく接続供給にか

かる料金および工事費の精算金額に相当する

金額の支払いを求められ、本小売電気事業者が

当社に請求した場合には、当社はお客さまに請

求し、お客さまに当該精算金額に相当する金額

を当社に支払っていただく場合がございます。 

第 31 条 相続その他の原因によって、新たなお客さま

が、それまで電気の供給を受けていたお客さま

の当社に対する電気の使用についてのすべて

の権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を

希望される場合は、名義変更の手続によること

ができます。この場合、新たなお客さまは、当

社が指定する文書により申し出ていただきま

す。 

相続その他の原因によって、新たなお客さま

が、それまで電気の供給を受けていたお客さま

の当社および本小売電気事業者に対する電気

の使用についてのすべての権利義務を受け継

ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、

名義変更の手続によることができます。この場

合、新たなお客さまは、当社が指定する文書に

より申し出ていただきます。 

 

附則 

該当条項 変更前 変更後 

第 3項 第 2 条（用語の定義）第 15 項第(4)号にともな

い一般送配電事業者が新たに供給地点への供

給設備を施設するときには、本約款の他の定

めにかかわらず、託送供給等約款にもとづき

当社が一般送配電事業者から請求を受ける工

事費の全額を工事費負担金としてお客さまに

負担していただきます。 

第 2 条（用語の定義）第 15 項にともない一般

送配電事業者が新たに供給地点への供給設備

を施設するときには、本約款の他の定めにかか

わらず、託送供給等約款にもとづき本小売電気

事業者が一般送配電事業者から請求を受ける

工事費の全額を本小売電気事業者が当社に工

事費負担金として請求した場合、当社はお客さ

まに請求し、お客さまに負担していただきま

す。 

 

 

 

 


